
【応急処置･一次救命措置の支援チェックポイント】 
 □救急車の要請  □保護者への連絡  □周囲の児童生徒の管理  

□救急隊の誘導  □学校医への連絡   

授業中の事故・危機管理マニュアル 

令和５年４月 船橋市立行田中学校 

 

《重要》          事故発見者   

  ①患者を安静にさせ、意識の確認 

  ②応援の職員を呼ぶ（生徒に依頼）         ＜授業担当教諭・養護教諭等複数の職員で対応＞ 

  ③傷病者から離れない（目を離さない） 

                     意識あり 

                      

                                    

 

 

                                  応急処置の状況等の報告 

 

 

 

                            手分けすること 

         手分けすること             

                              

 

    ＜養護教諭等＞         ①対応する職員への指示 

                    ②周囲の教職員への指示 

③必要に応じて学校医等 

                     への連絡・相談 

                    ④報道関係への対応等 

（副校長･教頭） 

                     

 

 

 

 

 

○この危機管理マニュアルは、「令和５年度学校体育要覧第３７号（事件・事故災害時の緊急連絡体制及び救急の参考

例）」を参考に作成したもので、千葉県教育庁教育振興部体育課のホームページを確認してください。 

＜検索手順＞ ①千葉県ホームページ ⇒②教育･文化･スポーツ・教育委員会 ⇒③学校教育・学校体育 ⇒ 

④学校体育に関する取組・学校体育要覧 ⇒               

⑤令和 5 年度学校体育要覧・令和 5 年度学校体育要覧 第３７号 ⇒  

⑥PDF「４ 体育活動中の事故防止について資料(P７７～P８０)」  

 

＜手当の基本＞ 

（１）観察の基本・・・①周囲の状況観察 ②傷病者の観察 ③ショックの確認  

 （２）体位の基本・・・①傷病者の寝かせ方（意識あり→水平） ②意識がない場合は体位交換 ③気道確保  

④回復体位（呼吸が回復したとき等） ⑤保温、加温 

 （３）傷病者への接し方・・・①傷病者への力づけ ②安静 ③飲食物 ④感染防止 

 （４）現場での留意点・・・①協力者 ②連絡･通報 ③傷病者の家族への連絡 ④搬送 ⑤記録 

 （５）一次救命処置・・・①呼吸の確認（心停止の判断） ②気道確保 ③心肺蘇生（ＣＰＲ） ④胸骨圧迫 

（ＢＬＳ）     （循環の整理） ⑤人工呼吸 ⑥胸骨圧迫と人工呼吸の組み合わせ ⑦呼吸原性心

停止が疑われるときの心肺蘇生 ⑧ＡＥＤを用いた除細動 ⑨気道異物除去 

※＜手当の基本＞は、日本赤十字社「救急法基礎講習」から抜粋  

【状態の把握】 
・発生の事態や状況の把握 

・児童生徒の安全確保 

・傷病者の確認と応急処置 

・協力要請や緊急通報の判断 

【１１９番通報】 
「○○学校の○○です！児童

生徒が○○の授業中、○○

で怪我をしました。至急、

救急車を要請します。」 

「住所は、○○市○○○で、

電話番号は、○○－○○○

○です。」 

校内対策本部設置 

（校長室など） 

校長・副校長･教頭 

養護教諭など 

 

 

教育委員会への第一報 

４３６－２８７６ 

【教育委員会への第一報】 
「○○学校の○○です！学校事故の

第一報です。○時○分、児童生徒

が、○○の授業中、○○で怪我を

しました。」 

「応急処置後、１１９番通報し、

救急車を要請し、○○市内の○

○病院に搬送されました。」 

職員による対応と確認事項 

消防署 

１１９番通報） 

児童生徒の怪我等 

【応急処置】 
・ＲＩＣＥの実施 
Ｒ:安静に！ 

Ｉ:アイシング 

Ｃ:圧迫 

Ｅ:心臓より高く！ 

【一次救命措置：ＢＬＳ】 
・気道確保 

・自発呼吸がない場合 

○心肺蘇生 ○胸骨圧迫 

○人口呼吸 ○ＡＥＤ実施 

教 育 委 員 会 担 当 課 

県教育庁現地緊急対策本部 

－１－ 



登下校中の事故・危機管理マニュアル 

令和５年４月 船橋市立行田中学校 

《被害・自損の場合》 

  事故発見者   

                      

                  連絡受信者   

                      

 

（場合によっては学校から通報） 

 

           

 

（電話連絡は、手分けすること）            

                           （手分けすること） 

                              

  

                ①搬送先の病院へ向かう指示 

                ②事故現場に向かう指示 

                ③報道関係への対応等 

                   （副校長・教頭） 

                ④心のケアの校内体制の指示 

                ⑤全校集会等で安全指導の実施 

                ⑥事故の補償等の確認指示 

 

○令和５年２月１５日付け教児安第８０８号にて依頼した「児童・生徒の自転車安全利用及び自転車乗車用ヘル

メット着用の促進について」により、自転車通学等により利用機会が多い中学生及び高校生に対する周知とそ

の趣旨を踏まえた交通安全教育の徹底についてお願いしました。 

○警察庁交通局からの資料について→ http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/index.htm 

 

《加害の場合》 

  事故発見者   

                      

                  連絡受信者   

                      

 

（場合によっては学校から通報） 

 

           

 

（電話連絡は、手分けすること）            

                           （手分けすること） 

                              

  

                ①相手側の搬送先へ向かう指示 

                ②事故現場に向かう指示 

                ③報道関係への対応等 

                   （副校長・教頭） 

                ④自転車保険等（補償等）の 

加入状況の確認指示 

⑤相手側親族の心情の確認指示 

⑥心のケアの校内体制の指示 

                ⑦全校集会等で安全指導の実施 

 

【連絡を受信した職員の対応チェックポイント】 

□ 児童生徒・相手側の怪我の状況を確認 

□ 加害事故か被害事故かを確認 

□ 救急車の手配と搬送先病院を確認 

□ 警察への通報を確認 

■ 相手側（車両等）の特徴を確認する 

  □ 車両の種類の確認   

  □ 車両の色の確認 

  □ 車両のナンバーや特徴を確認 

    校内対策本部の設置 

（校長室など） 

校長･副校長･教頭・ 

教務主任・担任など 

 

教育委員会への第一報 

４３６－２８７６ 

【家庭連絡】 
「○○学校の○○です！お

子さんが、下校等途中、○時

ごろ、○市の交差点で、自動

車と接触し、○病院へ搬送さ

れ○の状態です。職員も病院

に急行しています。」 

【教育委員会への第一報】 
「○○学校の○○です！生徒の下校途

中の交通事故（被害）の第一報です。

○時ごろ、○市の交差点で、自動車

と接触し、○病院へ搬送され○の状

態です。警察へは届出済です。」 

保護者（家庭）連絡 

交通事故発生 

（被害・自損） 

警察署（１１０番通報） 

消防署（１１９番通報） 

【連絡を受信した職員の対応チェックポイント】 

□ 児童生徒・相手側の怪我の状況を確認 

□ 加害事故か被害事故かを確認 

□ 救急車の手配・警察への通報を確認 

■ 相手側の特徴を確認する 

  □ 徒歩中か自転車乗車中かを確認   

  □ 性別や年齢等を確認 

  □ 搬送先の病院を確認 

   
校内対策本部の設置 

（校長室など） 

校長･副校長･教頭・ 

教務主任・担任など 

 

教育委員会への第一報 

○○○－○○○○ 

【家庭連絡】 
「○○学校の○○です！お

子さんが、下校等途中、○時

ごろ、○市の交差点で、加害

事故を起こし、相手側は○病

院へ搬送され○の状態です。

お子さんは、事故現場で実況

見分を受けています。」 

【教育委員会への第一報】 
「○○学校の○○です！生徒の下校途

中の交通事故の第一報です。○時ご

ろ、○市の交差点で、加害事故を起

こし、相手側は、○病院へ搬送され

○の状態です。警察へは届出済で

す。」 

保護者（家庭）連絡 

交通事故発生 

（加害） 

警察署（１１０番通報） 

消防署（１１９番通報） 

－２－ 

http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/index.htm


不審者侵入危機管理マニュアル 

令和５年４月 船橋市立行田中学校 

  事故発見者   

                     ①近くの職員に連絡 

                     ②児童生徒の救護・保護 

                     ③避難指示 

                     ④不審者対応 

                     （現場に近い職員は、直ちに 

現場に急行し、児童生徒の 

安全を確保する） 

 

           

 

 

 

 （電話連絡は、手分けすること）            

                           （手分けすること） 

                              

  

 

 

①緊急放送で児童生徒 

へ避難指示 

                     ②全職員への行動指示 

③校内対策本部に 

情報伝達係を指名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校長・副校長・教頭 

（髙橋・髙村） 
教務主任 

（ 永井 ） 
学年主任・担任等 

生徒指導担当者等 

（ 中村 ） 

養護教諭・保健主事等 

（月田・金子） 事務職員等 

 

・陣頭指揮 

・職員への連絡調整 

・被害児童生徒 

の家庭連絡･家

庭訪問等 

・外部機関との 

連携 

・報道関係への 

対応等 

 

【第三段階】 

来訪者の確認 

 

・関係保護者へ 

の連絡 

・ＰＴＡ役員へ 

の連絡 

・全保護者への 

連絡等 

 

・避難誘導 

・安全確認 

・安全指導 

・保護者への引 

き渡し 

・被害児童生徒 

の家庭訪問等 

・救急車同乗 

 

・現場直行 

・不審者への対

応等 

 

【第一段階】 

防犯カメラ、 

校門の施錠管理 

 

・応急手当 

・医療機関との 

連絡調整 

・場合によって

は、救急車同乗 

 

・電話対応 

・各種連絡等 

 

【第二段階】 

来訪者への受付 

※【 】の１～３段階は、不審者侵入防止の３段階チェック体制。 

※担当学級の児童生徒の安全確保（被害防止・避難指示）を的確に行うこと。 

【校内緊急放送】 
※職員だけが解る注意喚

起の言葉（予め決めてお

いた暗号）で放送する。 

 （例）「○○の方がお見

えです。校長先

生、至急職員室へ

お戻りください。

低学年昇降口で

す。」 

※最後に不審者の位置を

伝える。 

【１１０番通報】 
「○○学校の○○です！刃物

を持った男一人が教室に乱

入し、児童数名が負傷しま

した。緊急出動願います。」 

「住所は、○○市○○○で、

電話番号は、○○－○○○

○です。」 

校内対策本部設置 

（校長室など） 

校長･副校長･教頭 

教務主任・生徒指導

主事など 

 

 

教育委員会への第一報 

４３６－２８７６ 

【１１９番通報】 
「救急です。○○学校の○○

です！刃物を持った男に

児童○名が刺され負傷し、

大量に出血しています。至

急、救急車を要請します。」 

「住所は、○○市○○○で、

電話番号は、○○－○○○

○です。」 

【教育委員会への第一報】 
「○○学校の○○です！学校事

故の第一報です。○時○分、刃

物を持った男○人が、○年○組

に乱入、○人の児童が負傷しま

した。」 

「１１０番、１１９番通報し、

現在、救助活動と不審者への

対応をしています。今後の指

示と応援をお願いします。」 

全職員による対応 

教育委員会担当課に指示を仰ぐ 

近隣学校・教育事務所等へ応援要請 

警察署（１１０番通報） 

消防署（１１９番通報） 

不審者（事故） 

－３－ 



【救急車要請の目安】 
・アナフィラキシーの兆候が見られる場合 

・学校生活管理指導表で指示がある場合 

・エピペン※２を使用した場合 

・主治医、学校医または保護者のいずれかから救急

搬送の要請があった場合 

【応急処置･一次救命措置の支援チェックポイント】 

□エピペンや内服薬の準備  □学校生活管理指導

表の確認  □食物アレルギー症状チェックシート

※１の記録   □エピペン※２の注射または介助    

□救急車の要請  □保護者への連絡  □周囲の

児童生徒の管理  □救急隊の誘導   

アナフィラキシー症状・危機管理マニュアル 

令和５年４月 船橋市立行田学校 

 

《重要》           事故発見者   

   ①大声で応援の職員を呼ぶ 

   ②安静にさせて、動かさない                  ＜養護教諭・保健主事等＞ 

   ③患者から離れない（目を離さない） 

                     反応あり 

                     意識あり 

 

 

                          

 

           

 

 

                              処置状況等の報告  

            

         手分けすること            手分けすること 

                              

 

  ＜養護教諭・保健主事等＞ 

 

                    ①対応する職員への指示 

②周囲の教職員への指示 

                    ③エピペン※２の注射また 

                     は介助を指示 

④必要に応じて主治医等 

への相談を指示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○アナフィラキシーは、非常に短時間のうちに重篤な状態に至ることがあります。教職員の誰が発見者になった場合

でも、適切な対応がとれるように全員が情報を共有し、常に準備をしておく必要があります。 

○食物アレルギーチェックシート※１及びエピペン※２の使い方については、千葉県教育庁教育振興部学校安全保健

課のホームページに掲載の「学校給食における食物アレルギー対応の手引き」を確認してください。 

 ＜検索手順＞ 

  ①千葉県ホームページ ⇒ ②教育・文化・スポーツ・教育委員会 ⇒ ③学校教育・安全･保健･給食 ⇒  

④学校給食・食育・学校給食における食物アレルギー対応の手引き ⇒               

⑤手引き(平成25年11月発行)のダウンロード ⇒ ⑥PDF「学校給食における食物アレルギー対応の手引き」 

⇒ Ⅵ緊急時の対応 ２食物アレルギー症状チェックシート(P11) ３エピペンの使い方(P12) 

【状態の把握】 
・症状･経過の把握 

・学校生活管理指導表の確認 

・食物アレルギー症状チェッ

クシート※１による確認 

・症状は急激に変化すること

があり、５分ごとに注意深

く観察し、最低１時間は目

を離さないこと！！ 

【１１９番通報】 
「○○学校の○○です！児童

生徒がアナフィラキシー症

状を発症しています。至急、

救急車を要請します。」 

「住所は、○○市○○○で、

電話番号は、○○－○○○

○です。」 
校内対策本部設置 

（校長室など） 

校長・副校長･教頭 

教務主任・養護教

諭・保健主事など 

教育委員会への第一報 

４３６－２８７６ 

【重症化の状態（反応なし）】 
・エピペン※２の注射 

・１１９番通報を指示 

・ＡＥＤの準備を指示 

【教育委員会への第一報】 
「○○学校の○○です！学校事故

の第一報です。○時○分、児童

生徒が、アナフィラキシー症状

を発症しました。」 

「応急処置後、１１９番通報し、

救急車を要請し、○○市内の

○○病院に搬送されました。」 

職員による対応と確認事項 

消防署 

１１９番通報） 

児童生徒の異変 

【応急処置】 
・学校生活管理指導

表の指示に基づ

き処置 

・食物アレルギー症

状チェックシー

ト※１に基づき処

置（エピペン※２

の注射など） 

【一次救命措置】 
・気道確保 

・自発呼吸がない場合 

  ○胸骨圧迫 ○人口呼吸 

  ○ＡＥＤ実施 

－４－ 



 

 

 

□観察開始（   時   分）  □薬の服用（   時   分）  □エピペンの注射（   時   分） 

 グレード３ グレード２ グレード１ 

全

身 

□ぐったり 

□意識もうろう 

□尿や便を漏らす 

□脈が触れにくいまたは不規則 

□唇や爪が青白い 

  

呼

吸

器 

□のどや胸が締め付けられる 

□声がかすれる 

□息がしにくい 

□持続する強い咳き込み 

□犬が吠えるような咳 

□ゼーゼーする呼吸 

□数回の軽い咳 

 

 

消

化

器 

□持続する強い（がまんできな

い）お腹の痛み 

□繰り返し吐き続ける 

□明らかな腹痛 

□複数回の嘔吐 

□複数回の下痢 

□我慢できる弱い腹痛 

□吐き気 

 

目

口

鼻

顔 

 □顔全体の腫れ 

□まぶたの腫れ 

□目のかゆみ、充血 

口唇の腫れ 

□口のかゆみ、違和感 

□喉のかゆみ、違和感 

□くしゃみ、鼻水、鼻づまり 

皮 

膚 

 □強いかゆみ 

□全身性の赤み 

□全身のじんましん 

□軽度のかゆみ 

□部分的な赤み 

□数個のじんましん 

 

 

 

 

対 

 

応 

□エピペン®の注射 

（迷ったらエピペン®の注射） 

□救急車の要請 

□内服薬の使用 

（反応がなく、呼吸がなければ） 

□胸骨圧迫 

□人工呼吸 

□ＡＥＤ実施 

□内服薬の使用 

□エピペン®の準備 

□医療機関の受診 

（迷ったら救急車要請） 

□グレード３の症状の有無を注

意深く観察し、１つでもあては

まる場合はエピペン®を使用

する。 

□安静にして経過観察 

□内服薬の使用 

□医療機関の受診 

 

 

上の症状が１つでもあれば

以下の対応を行う。 

上の症状が１つでもあれば 

以下の対応を行う。 

上の症状が１つでもあれば 

以下の対応を行う。 

グレード３の症状が

１つでもあてはまる

場合、エピペン®を注

射する。 

－５－ 

◇症状は急激に変化することがあるため、 

５分ごとに注意深く症状を観察する。 

※１食物アレルギー症状チェックシート 

「食物アレルギー緊急時対応マニュアル」（東京都健康安全研究センター）より改変 



 

【エピペン®の使用手順】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

①オレンジ色の先端を下に向け、 

エピペン®を利き手でしっかり握る。 

③太ももの前外側に垂直になるように 

オレンジ色の先端をあてる。 

④バチンと音がするまで 

強く押し付け、数秒間待つ。 

  「１、２、３、４、５」 

⑤垂直に引き抜き、オレンジ色が伸びていれば 

完了。伸びていない場合は再度①②③④を行う。 

緊急の場合には、 

衣服の上からでも注射できる。 

⑦使用済みのエピペン®は、オレンジ色側から 

ケースに戻し、使用後は救急隊に渡す。 

※２ エピペン®の使い方 

②もう片方の手で青色の安全キャップを外す。  

数秒間待つ 「１、２、３、４、５」 

指
ま
た
は
手
を 

オ
レ
ン
ジ
色
の
カ
バ
ー
の 

先
端
に
当
て
な
い 

安全キャップ

↓  

９０度   

エピペン®は、本人、もしくは保護者が自ら注射する

目的で作られたものです。 

しかし、エピペン®が手元にありながら、症状によっ

ては児童生徒が自己注射できない場合も考えられま

す。 

 救命の現場に居合わせた教職員が、エピペン®を自ら

注射できない状況にある児童生徒に代わって注射する

ことは、医師法違反になりません。 

人命救助の観点から、緊急時に備えて教職員の誰も

がエピペン®を使用できるようにしておくことが大切

です。 

⑥注射した部位を１０秒間マッサージする。  

振りおろして 

使わない 

－６－ 



集団食中毒危機管理マニュアル 

令和５年４月 船橋市立行田中学校 

 

《重要》           事故発見者   

  ①患者を安静にさせ、意識の確認 

  ②応援の職員を呼ぶ（生徒に依頼）         ＜担任教諭等・養護教諭等複数の職員で対応＞ 

  ③患者から離れない（目を離さない） 

                     意識あり 

                      

                                    

 

 

                                  応急処置の状況等の報告 

 

 

 

                            手分けすること 

         手分けすること             

                              

 

                    ①対応する職員への指示 

                    ②周囲の教職員への指示 

③潜在患者の調査の指示 

                    ④情報収集に関する指示 

                     

                     

 

 

校長・副校長・教頭 

（髙橋・髙村） 
教務主任 

（ 永井 ） 
学年主任・担任等 

栄養教諭･栄養職員等 

（ 御子柴 ） 
養護教諭･保健主事等 

（月田・金子） 事務職員等 

・陣頭指揮 

・職員への連絡 

調整 

・外部機関との 

連携 

・報道関係への 

対応等 

・学校医への連

絡･相談 

・保健所職員との

連携 

 

・ＰＴＡ役員へ 

の連絡 

・全保護者への 

連絡等 

・情報収集 
①献立と納入日時 

 ②気温･湿度の記録 

 ③配食状況の記録 

 ④調理者の健康管理 

 ⑤水質調査の記録 

 

・学年･学級の児

童生徒の掌握 

・被害児童生徒の

家庭連絡･家庭

訪問等 

・救急車同乗 

 

・食中毒原因物質

の調査 

・保健所職員との

連携 

・残食の回収 

・食品汚染の調    

 査 

 

 

・応急手当 

 ①患者の隔離 

 ②調理者の健康観察 

 ③環境整備 

 ④施設の殺菌消毒 

・医療機関との 

連絡調整 

・学校医との連携 

・潜在患者の確認 

 

・電話対応 

・各種連絡等 

○二次感染の防止に努めること 

  患者の初期の症状や発生状況からは、食中毒か、感染症なのか明確に判断することが困難であることから、

初動調査は両面から行い、的確に初期の対応をすることが大切です。腸管出血性大腸菌、サルモネラによる食

中毒では重症化することがあります。また、ノロウイルス、腸管出血性大腸菌では二次感染がしばしば認めら

れます。カンピロバクター食中毒では、初発症状に発熱などインフルエンザ様の症状を示すことがあり、イン

フルエンザと誤診される場合があります。 

※学校給食の衛生管理基準の解説 http://www.jpnsport.go.jp/anzen/school_lunch/tabid/560/default.aspx 

  （第４ 衛生管理体制に係る衛生管理基準 P1２４、(4)食中毒の集団発生の際の措置 P142～P150 参照） 

【状態の把握】 
・発生の事態や状況の把握 

・飲食した食事内容の確認 

・患者数の確認と応急処置 

・協力要請や緊急通報の判断 

【１１９番通報】 
「○○学校の○○です！児童

生徒の集団食中毒が発生し

ました。要救急搬者数は○

名で、至急、救急車を要請

します。」 

「住所は、○○市○○○で、

電話番号は、○○－○○○

○です。」 

校内対策本部設置 

（校長室など） 

校長・副校長･教頭 

教務主任・栄養教諭・

栄養職員など 

教育委員会への第一報 

４３６－２８７６ 

【教育委員会への第一報】 
「○○学校の○○です！学校事故の

第一報です。○時○分、児童生徒

の集団食中毒が発生しました。」 

「応急処置後、重症患者○名で、

救急車を要請し、○○市内の○

○病院等○箇所の病院に搬送さ

れました。」 全職員による対応 

消防署 

１１９番通報） 

集団食中毒の発生 

【応急処置】 
・患者の隔離 

・調理者の健康観察 

・環境整備 

・施設の殺菌消毒 

患者の保護者

連絡 

学校医・薬剤師 

連絡・相談 

所轄保健所 

連絡 

－７－ 

http://www.jpnsport.go.jp/anzen/school_lunch/tabid/560/default.aspx


爆破予告危機管理マニュアル 

令和５年４月 船橋市立行田中学校 

 受信した職員  

                      

                      

                      

                      

                      

 

 

 

           

 

 

 

 （電話連絡は、手分けすること）            

             事務長            （手分けすること） 

                              副校長・教頭 

  

              

 

                 

 

                      

 

 

 

 

                   ※ 教育委員会担当課の指示を仰ぐ 

                   ※ 近隣学校・教育事務所等への 

                     応援要請 

                      

 

 

校長・副校長・教頭 

（髙橋・髙村） 
教務主任 

（ 永井 ） 

学年主任 

（副担任） 
担任 生徒指導担当者等 事務職員等 

・陣頭指揮 

・職員への連絡 

調整 

・教育委員会、 

警察との連携 

・外部機関との 

連携 

・報道関係への対

応等 

 

・関係保護者へ 

の連絡方法等 

の検討 

・ＰＴＡ役員へ 

の連絡 

・授業再開 

連絡等 

 

・避難誘導前に 

 避難経路の安    

 全確認 

・避難誘導 

・教室内等の残 

 留者の確認 

 

・不審物指導 

・出席簿用意 

・避難経路の確

認、避難誘導

等指導 

・避難場所での

人員点呼 

 

・避難場所周辺 

の安全確認 

・整列指導 

 

・電話回線の確

保、対応 

・校舎配置図の

準備 

・来校者の立入

禁止措置 

その他の職員 

・出来る範囲で、 

 警察の捜査 

協力 

 

※外部への連絡は、管理職等の携帯電話を使用する。 

※「ナンバーお知らせ１３６」とは、受話器を上げて[１３６]に続けて[１]をダイヤルすると、最後にかかってきた

電話の日時・電話番号を音声で知らせてくれるサービス（有料（３０円）で事前の申し込みは不要）のことである。

なお、電話番号を通知しない電話機、公衆電話からの通話などは、確認が不可能である。 

 

 

【聴取内容のポイント】 
※必ずメモをとる（できれば録音する） 

※相手を怒らせないで傾聴する 

※会話を長引かせるように工夫する 

◎爆発物について 

 ・いつ爆発するのか ・どこに仕掛けたのか 

 ・どのような爆弾なのか 

 ・仕掛けた理由、要求は何か 

◎相手の特徴について 

 ・性別、年齢（子ども、青年、中年等） 

 ・声（高い、低い、だみ声等） 

 ・周囲の音（テレビ、車、電車等） 

※電話終了後、「ナンバーお知らせ１３６」（以

下参照）を活用すること。 

【１１０番通報】 
「○○学校の○○です！校内に爆弾

を仕掛けたという『爆破予告』の

電話がありました。（適宜、状況を

説明）緊急出動願います。」 

「住所は、○○市○○○で、電話番

号は、○○－○○○○です。」 

校内対策本部の設置 

（校長室など） 

校長･副校長･教頭・ 

教務主任など 

 

 

教育委員会への第一報 

４３６－２８７６ 

【警察との協議】 
※爆破等の予定時刻が迫っ

ていたり、不明だったりし

た場合は、直ちに全ての人

が避難する。 

※爆破等の予定時刻に余裕

がある場合は、警察と協議

しながら、避難方法、爆発

物検索等に対応する。 

【不審物を発見した場合】 
※絶対に触らない。 

※外観を確認（携帯電話で撮影）後、

警察関係者に報告する。 全教職員に状況を説明し、 

児童生徒の安全を第一に 

全職員で対応する。 

警察署（１１０番）通報

し、必要な指示（避難場

所を受ける） 

爆破予告 

【時間外・休日の場合】 
※時間外、休日等において

は、緊急連絡網により、学

校（駐車場等の安全な場

所）に参集する。 

－８－ 



 

避 難 所 支 援 対 応 マ ニ ュ ア ル 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

○災 害 対 策 本 部 の 設 置  ※地震関連情報の収集 

・校内及び周辺の状況（倒壊・火災・液状化等）・地震の規模、震度 

・津波情報      ・交通情報網     ・ライフライン情報 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

           

                                      

 

     

○引き渡し  

・「引き渡しカード」により連絡先を確認 （ 各担任   ） 

・「引き渡し一覧」に必要項目を記入   （ 各副担任  ） 

・引き渡し終了後災害対策本部に報告   （ 各副担任  ） 

・学校内で状況を共有（引き渡し一覧等） （ 各学年主任 ） 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

          

                                 

     

                                    

                            

 

                             

◎ 事前確認事項 

１ 保護者との確認事項 

（１）緊急時引き渡しカードの作成（学校における地震防災マニュアルｐ１６、ｐ１７参照） 

（２）帰宅困難となった場合の確認（学校における地震防災マニュアルｐ１８参照） 

（３）災害時、生徒の下校途中にける対応についての確認（学校における地震防災マニュアルｐ２１参照） 

ア 通学路の危険箇所や、通学路近くの避難場所の確認   イ 保護者との連絡体制の整備・確認 

２ 施設解錠等に関する事項の確認 

（１）学校職員不在時の施設解錠者の確認          （２）職員参集計画の作成 

３ 避難所協力に関する事項の確認 

（１）初動対応に関する事柄の確認   

ア 避難スペースの確認（立入禁止区域の設定等）     イ 施設使用上のルール策定 

（２）避難所開設までの必要事項確認（市町村部局との連携確認） 

 

地 震 発 生(震度５強以上) 

児童生徒不在（休日等含む） 児童生徒在校 

○初期対応 

・一次避難行動指示   （ 各担任・教科担任 ） 

・情報端末の電源を入れる（   教務    ） 

・避難経路確保     （各学年生徒指導担当） 

・火災等二次災害防止  （   教頭    ） 

○初期対応 

・職員参集        （参集できる職員） 

・情報端末の電源を入れる （教務、情報担当） 

・避難経路確保      （ 生徒指導  ） 

・火災等二次災害防止   （ 教頭    ） 

二次対応判断 （ 教頭 ） 

○二次対応 

・避難（待機）場所へ誘導  （ 各担任  ） 

・情報端末の電源を入れる  （教務、情報担当） 

・避難経路確保       （ 副担任  ） 

・火災等二次災害防止    （ 教頭   ） 

○児童生徒の安否確認 

・校内巡視         （各学年生徒指導） 

・通学路巡視        （ 各学年副担任 ） 

・自宅確認         （   各担任   ） 

・スクールバス       （        ） 

校内にいる児童生徒 下校した児童生徒 ○避難場所決定 ※使用可能場所の確認 

・児童生徒待機場所    （ 教務 ） 

・地域住民等避難場所   （ 教頭 ） ○安否確認 （ 各担任 ） 

○保護者へ連絡  ※連絡手段（ 学校配信メール・学校ホームページ・電話連絡 ） 

○学校に留め置く  

・健康・精神面のケア（養護、スクールカウンセラー） 

・食料等対応    （ 栄養士 ） 

・暖房器具対応 ※季節により   （ 管理担当 ） 

・トイレ対応           （ 事務職員 ） 

○避 難 所 支 援  ※市町村避難所運営のシステムに即して可能な範囲で支援をする。 

総務・情報班 

（校長、教頭、情報担当） 

施設管理班 

（ 管理部 ） 

食料・物資班 

（栄養士、給食担当） 

保健・衛生班 

（ 保健担当 ） 

要援護者班 

（養護・国際理解） 

・運営本部の設置 

・避難者名簿の作成 

・市町村災害対策本部との連絡 

・教育委員会等との連絡 

・避難者への情報提供 

・受付の設置 

（避難者名簿の記入） 

・避難所のレイアウト

作成 

・立入禁止区域の標示 

・防火・防犯 

             

・食料の受入準備、管

理、配付 

・物資の受入準備、管

理、配付 

・テントの運搬、設置 

・炊き出し場所の確保 

             

・応急手当 

・AEDの確認・確保 

・スリッパ対応 

・トイレ用水の確保 

・清掃・ゴミ等の衛生管理 

・ペットの管理等 

（スペース確保）           

・要援護者用窓口の設

置 

・要援護者及び未確認

者の確認 

・要援護者からの相談

対応           

○自主防災組織への移行 ○被害実態調査 

 

○教育委員会との協議 

 

○家庭訪問・仮登校 

 

○授業再開に向けた教育委員会等との協議  

○学校再開に向けた準備 

○学校教育の再開 

－９－ 


